
※ 「衣類」は、令和３年６月から「燃えるゴミ」

（赤い指定袋）で回収しています。

台所のごみ

草木くず(少量)

紙 く ず

資源にならない

可燃ごみ

皮革製品類

衣 類

無色の指定袋に缶・

ビンを分けて出す。

※スプレー缶は穴を

開けずに出す。

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙｼｰﾙ
1枚 60円

粗大ごみｼｰﾙ
1枚 200円



衣 類

古着（衣類）

ランドセル


